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第 2回 今 後 の 介 護 人 材 養 成 の 在 り 方 に 関 す る 検 討 会 議 事 録

1.日  時 :平 成 22年 4月 26日 (月 )14:56～ 17:07

2.場  所 :全 国都 市 会 館 3F 第 2会 議 室

3.議 事

・ 今後 の 介 護 人材 養 成 の基 本 的 な方 向性 に関す る論 点 に つ い て

・ 研修 等 実 施状 況調 査 (案 )の 内容 に つ いて

。その他

4 議 事 の 内容

○ 駒 村 委 員長  やや 定 刻 よ り早 い です けれ ども、委 員の 皆様 が そ ろって い らっ しゃ い ます

の で 、 ただ い ま よ り第 2回 「今 後 の介 護 人 材 養 成 の在 り方 に 関す る検 討会 」 を開催 いた し

ま す 。

委員の先生方におかれましては、御多用のこころ、御出席いただきまして誠にありがと

うございます。まず、本日の委員の出欠状況等について、事務局より御報告をお願いいた

します。

○事務局 本 日は、堀 田委員、樋 口委員が御欠席 との連絡 を受けてお ります。また 、廣江

委 員の代理 といた しま して、全国社会福祉施設経営者協議会介護保険事業経営委 員の浦野

様 にお越 しいただいてお ります。なお.、 前 回御欠席で した、社 団法人全国老人保健施設協

会 常務理事の平川委員が御出席 されてお りますので、御紹介 いた します。

○平川委員 平川で ございます。老健施設協会の常務理事です。前回欠席 しま したので、

この間、先生方の資料 を十分に見せていただきま した。既に意見 をほ とん ど言われ て しま

つて付 け加 える ことはないですが、一応私 ども全国老人保健施設協会につ いて紹介 いた し

ます。3,500か 所の施設が加盟 している協会で して、介護保険の 3施設 と言われ る特養 、

療養型 、老健 という 3つ で比べます と、一番の新参者です。生まれて 20年 ち ょつ との介護

施設サー ビスな ものですか ら、逆 に言 うとケアな どについて も古 くか らの しきた りや おき

て とい うものが全然 な くて、フ リーハ ン ドでいろいろなケアが提供でき、研修 もで きる環

境 です 。

私 は協会の中で研修 を担 当 してお りま して(1年 間に 30コ ニズの研修 を企画 し、延べ 1

万 5,000人 ほ どの研修生 を出 してお ります。老健施設の介護職 は、御案内の とお り総合的

なケアサー ビス を提供 しな ければな らず、医師の指示のもと看護師 と協力 して医療 的ケア、

リハ ビリテー シ ョン専 門職 と協力 しての 日常生活 リハ、更には在 宅復帰 という形 で さま ざ



まな介護 メニ ュ:一 を提供 しな ければな りません。そ ういった意味では介護職の中で も総合

職 か なとい うニ ュアンス を持 つています。 ドクター もいます し、ナースもいます し、 リハ

ビ リ職 もいて、彼 らに結構いろいろ言われ なが ら、ただ幸 いな ことに看護職 と介護職の比

率が 1対 3と い うお互 いに議論 しやす い比率 にな つていますので、いい形で看護介護の連

携 を しつか り組 んでい くことで tい いケアができる。そのよ うなケア を提供 しています。

何 が言 いた いか といいます と、介護職 と一 口に言 つても非常に幅が広 いとい うことです 。

例 えば私の専 門領域の精神科でいえば、最近 3障害が一緒にな りま したけれ ども、知的障

害 と身体障害 と精神障害 を比較すれば明 らかに個 々の障害の内容が違 うていますので、障

害者介護 と言 うても安直にひ と くくりに され て議論することは問題ではな いかな と考 えて

お ります。
´
ですか ら、資格の在 り方について も、それはそれで意味が あると思 います。

も う一つ は、介護の世界に入職する際のモチベー シ ョンも問題です 。若 くして この職 に

就 いてT生 涯 これでや つてい こうとい う気持 ちで入 つて くる方 もい らつ しゃれば、 どち ら

か とい うと扶養 家族枠の中で働 きたいとい う方、あるいは家庭 も大事 に したい しお子 さん

もいるので 、その中で社会参加 したいとい う方 もい らっ しゃるとい う、そ もそもス ター ト

の際の 目的 も違 うて くる。介護についている者は多様な思 いが混在化 しているのかな と思

つてお ります。

そのよ うな中で、今回、600時 間 とい う大 きなものをつ くつてい くことには賛成 なので

す けれ ども、今言 つたような介護職にはいろいろなパ リエー シ ョンが あ り、それ に参加す

る方 にもい ろいろなモチベー シ ョンの高 さが ある、濃 さもあるとい うことを含めて議論 じ

て い くことが大事ではないか と思います。

私 どもと しては、キ ャ リアア ップを含めた、長 くこの職に就 いても らうとい う仕組み づ

くりは大賛 成です し、また可能な形で実施で きるのであれば、研修 を積んで更に上位の資

格 を作 ることも賛成です。

一昨年、昨年 と補助金をいただきま して、全老版のキャリアアップシステムというもの

をつ くりま した。この報告書、実は今 日できたところなのでまだ皆さんにお配 りできませ

んが、いかに して介護の方にこの業界に残っていただけるか、これは前の検討会でも言い

ま したけれ ども、キャリアアップの仕組みをつくるのは簡単ですが、その反対側にありま

すそれに見合つた給与体系をどうつくるかということに続きます。キャリアを語るには、

賃金 をどうするかな しには語れません。なかなかそ ういう自由になるお金がつくれない状

況でキヤリア ップシステムを作つても、何 となく片肺かなという感 じは否めません。

あともう一つ、介護福祉士の資格化がらみで言 うと、いわゆる外国人介護職についての

調査研究も実施 し、報告書もできましたので、それもまた皆さんにお配 りしたいと思いま

す。以上全老健は貴重な介護職員のために研修や調査研究を協会を挙げて取 り組んでいる

ことを御報告 します。 どうも失礼 しました。

○駒村委員長 どうもありがとうございます。では、引き続き事務局より、資料の御説明

をお願いいた します。



○ 事 務 局  続 きま して 、配 付 資料 の確 認 を させ て いただ きた い と思 います 。

本 日は 、 資 料 1～ 5、 及 び北 村委 員 よ り御 提 出の 資料 I、 また資料 番号 は付 して お りま

せ ん が 、 田 中委 員 よ り御 提 出の 「600時 間養 成課 程 に関 す る意 見」 を配 付 させ て いただ い

て お ります 。

欠 けて い る資料 が ございま した ら、事 務 局 ま で お 申 し出 くだ さい。 な お 、机 上 に あ るの

は前 回 の 資 料 で ご ざ います 。乱 丁 、落 丁 な ど ご ざい ま した ら、事務 局 ま で お 申 し出 くだ さ

い。

以上です。

○駒村委員長  それ では、議事 に入 りたいと思います。

本 日は、議事 1「 今後の介護人材養成の基本的な方向性 に関する論点について」及び議

事 2「 研修等実施状況調査 (案 )の 内容について」 を議論 したいと思います。

まず、議事 1に ついて、資料 に関す る説明を事務局よ りお願 いいた します。

O泉 福祉 人材確保対策室長 それでは、議事 1の ための資料 と しま して、お手元の資料 1、

資料 2、 資料 3を 御説明いた します。まず、資料 1で ございますが、 これ は前 回説 明 させ

ていただ きま した資料に、委員の皆様か らいただきま した御意見 を加 えたもの とな ってお

ります。

1ペ ー ジ ロです けれ ども、 この図は前 回と変わ つてお りません。

2ペ ー ジ ロ「今後の介護人材養成の前提」でございますが、これ も前回 と変わ つてお り

ません。か いつまんで申せば、人口構成の変化のために、国民の介護ニーズが拡大 し、介

護職員の確保が必要 であること。また 、介護人材 に求め る役割が多様化、高度化 している

とい うこと。そ して一方では、相対的に労働 力人 口が減少 しているとい うこと。その状況

の中で人材の量的確保 と資質向上を両立 して行 くという観 点か ら、養成システム を考 えて

い く必要が あるとい うことで こざいます。 3ペ ァ ジロか らは資料の構成 を若干変 えて い

る部分 もあ ります けれ ども、基本的には同様の構成 に してお ります。そ うした 中で、点線

で囲われ ているところが ございますが 、 これが委員の皆様か らいただいた意見 を簡潔に整

理 させていただいた もので ございますも順 を追 って説明 を申 し上げます。

「人材養成 に関す る論点」で ございますが、「介護福祉士資格取得までの介護 人材養成の

体系について」 とい うことで、「(1)養 成の 目標・体系」が ございます。

量的確保 と質の向上 を両立 させる観 点か らどう考 えるか。まず:参 入ルー ト、資格取得

ルー トについては、多様 な人材が参入 できる入 り口を維持すべきとい う御意見 、また養 成

校ルー ト、実務経験ルー トの 2つ は将来的にも維持すべ きという御意見が ございま した。

介護サー ビス利用者の視点から、認知症、医療二=ズ を持つ人への対応、尊厳を支える

ケア、個別ケア、小規模多機能ケアの実施といつたことが重要という御指摘が ございま し

た。

介護福祉士資格の位置づけにつきま しては、多様な人材を参入させるか らこそ しつか り

させるべきという御意見。ある程度のハー ドル、見識、スキルがなければ資格 とは言えな



い とい う御 意 見 。業 務独 占化 を 目指す べ き との 御意 見 が ご ざいま した。

また 、 ヘ ルバ ー 2級 研修 、基礎 研修 、600時 間課 程 に つ いて で す が 、複 雑 化 した体 系 を

シ ン プル に し、 既 受講 歴 を積 み 重ね る よ うにす るべ き とい う御意 見 をいた だ きま した 。

4ペ ー ジ ロの 介護 福 祉 士 の 役割 と他 の専 門職 との 分担 に つ いて で ございます が 、専 門 職

と して の 介 護 福 祉 士 が担 うべ き ことと介護 職 員や ボ ラ ンタ リー な 人材等 との連 携 に よ つて

行 われ るべ き こ とを整理 す べ きで はな いか 。 ま た 、一部 の 業 務 の 独 占も含 め て役 割 を考 え

て い くべ きで は な いか 。 そ うい つた御 意 見 が ござい ま した 。

実 務 経 験 者 が 介護 福 祉 士 資 格 を取 得 す る上 で ,ど の よ うな到達 目標 、 また教 育 内容 に つ

いて考 え るか で ございます が 、介護 の根 拠 等 を理 解 し、説 明 で き る よ うにす る こ とが 必 要 。

500～ 600時 間程 度 の体 系 的 な基礎 教 育 は必要 。ヘ ルパ =研 修 を充 実 させ れ ば よ く、基 礎 研

修 、600時 間課 程 は不 要 との御 意 見 が ご ざい ま した 。

5ペ ー ジロ、初任段階の介護人材の養成にういてで ございます。介護人材の参入め間 ロ

を広 くと らえる観点か ら、入職段階の研修 を位置づけ、教育 内容 について どの よ うに考 え

るかで ございます。

も う一度再掲 でございますが、多様 な人材が参入で きる入 り口を維持すべ き。ヘルバー

研修は必要 との メ

'セ
ー ジを明確に出すべ き。ヘルパーのみの資格 とい う位置 づけ 。名称

を見直 し、拡充すべ き。ヘルパー研修 か らの就業率は低 いので、ハー ドル を上 げて基礎 研

修 に移 行すべ きとの御意見が ございま した。

入職段 階における研修以降の中間的な能力形成 。キ ャ リアア ップとい う点につきま して

は、現在 の基礎研修 は位置 づ けや受講 メ リッ トが不明確、見直 しが必要 との御意見が ござ

いま した。ヘルバー に対す る利用者のニーズが幅広 くな つてお り、コ ミュニケー シ ョン、

ソ下シャル ワー ク的な研修 が必要。また、ヘルバー 1級 研修 は存続するか新たな教育 を考

えるべ き との御意見が ございま した。

6ペ ー ジ ロ、研修 受講支援策についてで ございます。現任の職 員の方 々が働 きなが らで

きるだ け身近な地域 で無理 な く受講で きるよ、う、 どのよ うな対応が必要か とい うことで ご

ざいますが、まず実習施設 につきま してはどう考えるか。イ ンター ンシップな どを取 り入

れ るべ き。また、事業所によ つて体系的な研修 をや つているところとそ うでないところが

ある。学 びのための 多様 なイ ンフラを整備活用すべ きとの御意見が ございま した。

通信課程 につきま しては、できるだ け減 らすべ きとい う御意見 、600時 間課程のス クー

リングは 6日 程度で働 きなが ら受講 しやす いのではないか との御意見が ございま した。

事業者 団体等が行 つて
~お

られます外部研修 につきま しては、 しつか り行 つているさま ざ

まな研修 を読み替える仕組みが必要ではないか との御意見 をいただ きま した。

講師の派遣等 による授業形態 を取 り入れ る ことをどの よ うに考 えるかですが、教 員が 出

向 く教 育 な どを取 り入れ るべ きとの御意見 をいただいてお ります。

代替職 員の確保につきま しては、600時 間の費用 をだれが負担す るかはきちん と議論す

べ き。また 、代替職 員確保への支援が必要ではないか との御意見 をいただ いてお ります 。



フペ ー ジ ロ、 チ ー ム リー ダー 、施 設 長 等 の段 階 に な られ た方 々に対 す る論 点 で ご ざい ま

す 。専 門介 護 福 祉 士 の在 り方 につ いて どの よ うに考 え るか とい うこ とにつ きま して は 、 医

療行為や障害への対応などを含め、専門介護福祉士について検討すべき。また、介護福祉

士の上位の研修 を設 け、キャ リアデザインを描 ける仕組み とす ることが必要 との御意見 を

いただいてお り.ま す。             ′

介護サー ビスチームの リー ダーや管理者の育成、資格 の在 り方についてで ございますが、

離職 を防止す るために、資質向上が必要。また、マネ ジメン トできる管理者の育成が急務

であ り、 ここに

「

定の支援や評価が必要ではないか との御意見 をいただいてお ります。

8ペ ー ジにつ きま して、その他の論点 と して挙 げてお りますが、特に働 きなが らキ ャ リ

アア ップを して い くことを支援す るための制度的対応 につきま しては、魅 力ある職場がな

いと負担 を強 いて資格 を取 ろうとは思わない。現場は求め られ るものは多いが処遇 は低 い

との御意見 をいただきま した。

介護サー ビスの進展に合わせて、基礎教育の内容 を見直す仕組みの在 り方につきま して

は、常に実線か らカ リキュラムが リフ レッシュされる ことが必要 との御意見 をいただいて

お ります。

福祉・保健 医療関係人材の確保や横断的なキャ リア形成のために、資格 共通的に教育や

キヤ リアパス を形成す る道筋 をどの よ うに考 えるかにつきま しては、将来的な方向性 と し

ま しては tケ ア を広 くとらえて保育・看護・ リハ等も含めた共通の横断的なキ ャ リアパス

をつ くることも念頭に議論 しては どうか との御意見をいただいてお ります 。

以上 で ございま して、前回の御議論 を基に事務局で整理 させていただいたもので ござい

ます。また整理の仕方も含めて御意見があろうか と思 いますが、後ほ ど委員長の采配 に よ

る御意見 をいただ ければと思 つてお ります :

資料 2で ございます。これ は前回出 させていただきま した資料ですが一部追加の資料が

ございま して、その点だけ御説明申 し上 げ
｀
ておきます。

16ペ ー ジ ロで ございますが、実務経験者に対する 600時 間課程のね らいにつきま して 、

資料 を出 させて いただいてお ります。

17ペ ー ジロに おきま して、600時 間課程の教育内容 につ きま して、資料 を追加 させ てい

ただいてお ります 。

18ペ ー ジ ロ以降は前回と同 じ資料が並んでお ります 。

次に資料 3に ついて御説明申 し上 げたいと思います。資料 3で ございますが、 これは 3

月 5日 ～ 4月 4日 まで、厚労省のホームペー ジにおきま して御意見の募集 を してお りま し

た結果についてま とめたものでございます。

表題が ございますが 「介護福祉士の資格取得方法の見直 しに関す るご意見の募集 につい

て」 とい うことで ございま して、 3月 5日 ～ 4月 4日 まで募集 を してお りま したが、全部

で 2,555件御意見 を賜 つてお りますが、その うちの有効 回答は 2,423件 で ございま した。

本 日、初めて この場で公表 させていただ くもので ございます。



これ は そ もそ も前 提 とい た しま して 、厚労 省 のホ ー ム ペー ジを通 じて御 意 見 を お寄 せ い

た だ い た ものの 集 計 で ござ い ま したの で 、 いわ ゆ るサ ンプル調査 で は ご ざいませ ん 。 そ う

い つた 前 提 で統 計 処 理 を させ て いただ きま した 。

1ペ ー ジ ロの 中 ほ どか ら回答者 の属 性 で ご ざいます が 、一 番 多か つた の は介 護 サ ー ビス

従事 者 で あ り、 か つ 介 護 福 祉 士資格 をお持 ちの 方 が 1,160名 ほ どいた だ いて お り、 そ の 次

が介護 サ ー ビス 従 事 者 で あ つて、介護 福 祉 士 の 資格 が な い方 635人 'と
い うこ とで ご ざい ま

した 。

その 下 です が 、在 宅 サー ビス に関わ つて い らつ しゃる方 は 6割 近 くございま した 。

2ペ ニ ジ ロ、年 齢 層 は 40～ 49歳 の方 に非常 に 多 くいた だ い てお ります が 、30代 と 50代

もそれ に次 ぐ多 さ とい うこ とにな つて お ります 。

そめ次 、中身で ございます。御意見の内容で ございますが 、介護福祉士の資格の取得 に

つきま して、6ヶ 月以上の養成課程の義務付 けの方向性につ いては、およそ「良い と思 う」

「良 くな い と思 う」「どち らともいえない」が拮抗 してお りますが、「良 くないと思 う」が

多いとい う結果で ございま した。

2ペ ー ジロの一番下の ところ、 6か 月以上の養成課程 につ いて どう考 えるかですが、一

定の養成課程は必要 であるが、 6か 月以上は長過 ぎるが最 も多いとい う結果にな つて お り

ます。          .

3ペ ー ジ ロ、支援 策につ きま しては、「身近 な地域 で受講 で きる環境が必要で ある」が

597%と い うことで一番 多い結果でございま した。

属性房1に 見たク ロス集計 が 4ペ ー ジロ以降につなが つてお ります。回答者属性 によるク

ロス集計 ですが 、4ペ ー ジ ロの (1)介 護サー ビスの従事者 (介 護福祉士資格 あ り)の 方 々

は 1,160名 お られ ま したが 、その方々についての集計で ございます。

質問 4の ところ、義務づ けの方向性 については、 6か 月以上の養成課程 を義務づける こ

とについて 「どち らともいえない」 という方が一番 多 く、 4割 程度 で ございま した。 6か

月以上の養成課程 についての認識につきま しては、 6か 月以上では長過 ぎるのではな いか

とい う意見が半数以上 とい うことにな つてお ります。

5ぺ =ジ ロ、支援策につ きま しては、身近な地域 で受講できる環境が必要であるとい う

御意見 を一番 多数 いただいてお ります。

5ぺ ニ ジ ロの中ほ どか ら介護サー ビス従業者 で介護福祉士資格のない方の集計 で―ござい

ます。義務付 けの方 向性については、「良 くないと思 う」は少 し比率が 多 くて半分 ぐらいで

ございま した。 6月 以上の養成課程の認識につきま しては、 6か 月以上では長過 ぎる とい

う方が一番 多い とい う結果 になつてお ります。

そのほか 6ぺ ニ ジ、支援策につきま しては、おおよそ どれ も必要 との御意見が 多いよ う

ですが、やは り身近 な地域 で受講できる環境が必要 であるとされ る方 は多いよ うであ りま

す。

6ペ ー ジ ロの中ほ どか ら介護サニ ビス経営者の方 々か らの御意見 を集計 してお ります 。



175名 で、やは り従業者の方 よ りは随分少な くなつてお りますが、質問 4の ところ、 6か

月以上の養成課程 の義務 づけの方向性について「良 くないと思 うJと いうのが更に割合が

高ま りま して、68%と い うことにな ってお ります。 6か 月以上の養成課程 については、当

面見合わせ るべ きとい う御意 見が多いとい うことにな ってお りま した。

7ペ ー ジ ロ、支援策で ございますが、身近な地域で受講できる環境 とい うところは御指

摘いただ く方が 多い。ただ、ほかの御意見 も多いようで ございます。

次に フペー ジ ロの真ん中ほ どか ら介護サー ビス利用者・家族その他の方々 とい うことで、

これは人数が少 ないよ うであ りま して 37名 でございますが、良 くないとされ る方は 6割 強

とい う数字が ございます。

その後は質問 5、 6、 同様 の傾向か と思 います。 8ペ ー ジロの一番下介護 人材教育の関

係者の方 々、266名 か ら御意見 をいただいてお りますが、 6か 月以上の養 成課程の義務づ

けが「良いと思 う」 とおっ しゃった方が半数以上 いらっ しゃいます。     
｀

9ペ ー ジ ロ、 6か 月以上の養成課程が必要であるとされ る方 は 39.5%と い うことで、や

は リー番 多 くな ってお ります。

その次、支援策につ きま しては、身近な地域で受講できる環境が必要で あるとい う方は

6割 以上 とい うことにな ってお ります。

医師・看護師等 医療関係者 につきま しては、41人 の ご意見 をいただいて お りますが、中

身を見 ます と、 6か 月以上の養成課程が 「良いと思 う」 とい う方が半分 ぐらいいらつ しゃ

いま した。

10ペ ー ジ、養 成課程が必要 であるとい う方が 3分 の 1ぐ らい、6か 月以上 では長過 ぎる

という方 も 3分 の 1ぐ らいということで拮抗 してお ります。

支援策につきま しては、段階的に受講できるよ うにす るとか、身近な地域 で受講できる

ようにす るとい う御意見 を多 くいただいてお ります。その他の属性につきま しては、 どこ

の場では御説明は省略 をさせ ていただきます。

そのほか、 自由記載欄 を今 回の御意見募集の中では設 けさせ ていただきま した。なかな

かどの意見が重要 である、 ということをこの場で申 し上 げるのは適当ではないか と思 いま

すが、かいつまんで御説 明を申 し上 げます と、12ペ ー ジと 13ペ ー ジは 6か 月以上の養成

課程 を義務づける見直 しの方 向性に肯定的な意見についてま とめて ございます。

介護サー ビス従事者の方 々か らは、国家資格である介護福祉士については、 あ くまで質

の向上 を目指 してい くべ きというよ うな こと。

介護福1祉 士資格のない方にうきま しても、資格 を取得 し、本人の資質が向上す ることは

非常によい ことであるとい うょうなものが あ ります。

介護サー ビス経営者の方 々にも、肯定的な意見 をいただいてお ります。

また、介護サー ビス利用者・家族その他 の中でも、実務経験のみな らず 、倫理観 を養 つ

ていただ きたい。 あるいは じっか りと した教育を受けて、利用者が納得で きるよ うな介護

を提供 してほ しいとい う意見 をいただいてお ります。



介護 人材教育機 関関係者の方々か らは、一定のカ リキ ュラムに基 づいて養成すべ き。養

成校 の学生の減少 との関係 も一緒に検討され るべ き。

また 、医師・ 看護師等 医療 関係者か らは、知識 あるいは技術の強化 といつた御意 見 をい

ただ いてお ります。

14ペ ー ジ ロ、15ペ ー ジ ロにつきま しては、6か 月以上の養成課程 を義務づける見直 しの

方向性 について否定的な御意見をま とめてお ります。

介護サー ビス従事者の うち、介護福祉士資格 あ りの方の中で、資質向上 よ りもまず は人

材確保 が優先 され るべ き。介護職員には時間的余裕がな く、600時 間課程 を受講 して も、

メ リッ トが少ないといつた御意見 をいただ いてお ります。

介護サー ビス従事者の 中で介護福祉士資格のない従事者の方 々の中では、実務経験 3年

でもハァ ドルが高 い。600時 間の教育課程 ではな くて、合格者 に対 しての講習 もで きない

か。 あるいは 20～ 30万 の負担 は厳 しいとい う御意見 をいただ いてお ります 。

介護サー ビス経営者の 中では、人材不足の中で業務 を休 まれ て しま うのは厳 しい。 も う

少 し短時 間で効果の上が る内容にできないか。60代 のヘルパーが多い現状 で、600時 間の

養成課程 を受講 しなけれ ばな らないというだけで気力が減退 して しま う懸念が ある。また、

実務 3年 で介護福祉士の資格が取得 できる ことが大 きな 目標 にな つているので とい う御意

見も ございま した。

15ペ ー ジ ロの 中ほど、介護人材教育機関関係者の中では、基礎研修修 了者 については総

枠 600時 間の範囲内にす ることとか、経済 的負担の軽減が必要 。時間数 を短 くして も、逆

に評価 制度 を導入する ことで質の確保 を図るべ きではないか とい う御意見 をいただ いてお

ります 。

医師 ・看護師等医療関係者 の間か らは、国や県の助成金が看護師はあるけれ どもt介 護

福祉士 は働 きなが ら学校 に通 うのは難 しいのではないか とい う御意見 をいただいてお り|ま

す。    '

その他 、 16ペ ー ジロと 17ぺ =ジ につきま しては、その他の御意見 を記載 させ ていただ

きま した。

資料の説明は以上でございます
`

○駒村 委員長 資料の御説明、あ りが とうございま した。

それ では :「 今後の介護人材養成の基本的な方向性に関す る論点」について、これ は資料

1で すね。各委員の御認識 、お考 えをそれ ぞれ発言 していただ きた いと思 います。

なお、本 日は北村委員、田中委員か ら資料が提出されてお りますので、北村委員、 田中

委員の順で御発言 をいただき、その後、各委員か らの御発言 をお願 い したい と思 います。

よろ しくお願 いいた します。     ・

o北 村委員 あ りが とうございます。 1番 目に御指名いただ きま して、資料 にあ ります と

お り、論点は この資料の 中にすべて書かせ ていただきま した。それ ぞれ今、御説 明の 中の

資料 1、 点線の囲みの中に入 つてお りますので、十分に反映 されていると思 つています。



特 別 繰 り返 す こ ともな いの です が 、まず は参 入の 入 り回のハ ー ドル を低 く して いた だ き、

か つ 、 その 後 の 研 修 、教 育 、キ ャ リア ア ップ と実務 経 験 を含 め て そ うい った もの を是 非 検

討 いた だ きな が ら総 合 的 に 、先 ほ ど前 段 に平 川委 員の お話 に あ りま した と お り、他 職 種 か

らの参入が あ りますので、そ ういつたもの をちゃん と見極めなが ら、それ ぞれ将来的に安

心 して この仕事 を長 く続 け られ るというよ うなところを目指 して、イコール当然処遇改善、

給与体 系がそれ ぞれのキ ャ リアになつて組 まれてい くということを考 えて いきたいと思 つ

ています。

若干資料の 中には極論で書かせていただ きなが ら、皆 さんの反論のある ところだ と思 い

ます けれ ども、実際的には見直 しであった り、ちゃん と積み上 げてい くとい うところを生

かされ るとい うことが必要 なのだ ろうな と思 つていま して、是非そ うい ったシステム、教

育体系 をつ くつていただ きたいと思 っています。

資料_1ペ ァ ジ ロ、前段の ところは是非、産業 と して育てていただ きた い とい うところの

お願 いと、当然制度の持続性 とい うのも、制度本体の システム もあ ります が、やは り御利

用者が安心 して使 える、そ してまた働 く人が安心 して仕事でき、将来 目指 していけるとい

うことが一番 重要 な ところだ と思 つています。

資料 4ペ ー ジに ございます けれ ども、既 に御案内の とお リー部新聞記事 でも 4ペ ー ジロ

の 5番 の中段 、 日本版 NVQ(職 業能力評価制度)と 報道記事でも下部 出てお ります けれ

ども、そ うい った制度 も 7月 か らつ くられ るということでもあ ります し、 もう一方で経済

産業省の中で もつ くられているのですが、 日本版の CSI。 要は顧客満足度 プラス αの評

価基準 といつた ものも在宅介護分野でも一部取得 している会社 もあ ります 。

また、病院 とか さま ざまな医療機構の中でもクオ リテ ィー イ ンデ ィケー ター、制度の 中

で国民の納得 の得 られ るような、また得 るための介護の質を可視化す るとい うか、数字化

するとい うよ うな ことも指標 をつ くろうとい うような動 きもあ りま して、そ ういつた もの

も既に世の中 で もかな りでき上が ってお ります し、他産業でも十分 あ りますので、そ うい

ったものを介護分野、医療分野でも入れてい くとい うことを検討 しなが ら導入できれ ば と

考えて いる次第 で ございます。         1

そのほかに も私 どもの提案 としま して、厚生労働省の労働省サイ ドで もジ ョブカー ドで

あつた り、標 準 化であうた りとい うことは進め られてお ります。そ うい った さま ざまな検

討材料 を集め なが ら、最終的なキ ャ リアパスの制度であうた り、処遇の改善であつた り。

もっとも問題 は最初に御指摘が ございま したように、処遇 とのバ ランス を どうとるか。 こ

こは ど うして も各法人であった り事業体であつた りとい う所で差が ある と思 います けれ ど

も、そ ういった もののある程度指標 まで含めて提案できるよ うな形になれ ば と望む ところ

で ございます 。 お時間 をいただきま して、あ りがとうございます。

○駒村委員長  どうもあ りが とうございます。では、田中先生、お願 い します。

○田中委員 あ りが とうございます。前回、 3分 で とい うことで大変慌 ててお話 を したも

のですか ら、十分説明ができな くて申 し訳 ございませんで した。



そ こで感 じま した ことは、600時 間 も勿論 そ うです けれ ども、全体的な議論 を しなが ら、

これか ら介護福祉士 を どう考 えるのかな とい う、その 日はそ うなると思 つていたので ござ

います けれ ども、600時 間 とい うことが随分皆 さん方の関心が高 い とい うことで、それ に

焦 点 を当てて考 えてみ ます と、委員間の 600時 間過程の中身について余 リコンセ ンサスが

ないよ うに思 いま した 、私たちは福祉医療機構か ら研究費をいただきま して、 3月 に 600

時間養 成課程の実施に関す る報告書 っ くりま した。それは恐 らく皆 さん方のお手元に行 く

と思 います けれ ども、我 々は この厚労省が新 しく考 え出 した昨年か ら始 ま った新 カ リの介

護福祉士の養成 とい うのは どういうもので あるか、それ を 600時 間で どうい うふ うに考 え

るのか。 この点 を今 日 2ペ ー ジのペーパー に集約 させていただきま した。

簡単 に申 し上 げます と、 1つ は皆 さん方の特に現場の方の懸念 は、600時 間 とい う時間

が大変負担に感ず るとい うことで ございます けれ ども、実は我々は現場 に最 も適 した方法

は何か ということでいろいろ議論 しま して、通信教育が適切 であると結論 いた しま した。

それ も放送によるものは右か ら左にな つて しま うので、手元 に残 る印刷教材 とい うことで

1年 半 ほど議論 してきたわ けで ございます。

それ は基本的には 1,800時 間 を 600時 間に集約 して、効率 よ くわか りやす く現 場の方に

学んで もらお うとい うコンセ プ トでや ってお ります。ほぼシステムはでき上が りま した。

そこで、なぜ 600時 間というものをやる必要があるのかというのが 2点 目の議論でござ

いますけれども、ここにございますように、新カリは昨年から始まっておりますが、新 し

い概
‐
念の介護福祉士をつくろうということを厚労省が始めたわけでございます。これは御

承知のように、1981年 の国際障害者年のときに考えられた障害者観、2001年 の新 しい障害

者観 をつ くつた ICFと いう概念でもって、そ うい う理念に基づいて介護過程 を展開す る

ものです。考 える介護福祉士 をつ くろうということで、新 しいカ リキュラムが始 ま り、養

成校 はもう既にそれ を始めてお ります 。

それ は結局 ど うい うことか と申 します と、介護における自立 と尊厳 とい うもの を目的 と

す るために専門職が携わ るということで、 こうい う養成課程 が必要だ と考 えているわ けで

あ ります。今度 のカ リキ ュラムでもう一つ大事な点は、介護過程 です。その人の 日常の心

身機能と活動と参加というものをいかに展開して、尊厳のある自立したケアをするか。こ

こが一番のポイントでございまして、こういうことを600時 間の中で集約して教育しよう

と考えております :

そ して最後に学習では 1年 間 どうやるのか とい うことでございます けれ ども、印刷教材

に よる通信は 1年 以上 とい うことになつて お ります。一番の問題はスクー リングの ことで

あると思います 。通信教育のスクー リングは 45時 間で ございます。実 日数に しま して 6日 、

多 くて も 7日 とい うことで ございます。 これ も従来介護技術講習でや つて お り実績 は ござ

いますので、現場の方 はほとん どこの ことについは負担がないと思 ってお ります 。

そ うい う意味 で是非 ともこの内容 を理解 していただいて、 よ りよい介護福祉士 を育 てる

ために皆 さん方 のお知恵 を出 しても らいた いと思 つてお ります。
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以上 で ございます。

○駒村委 員長  どうもあ りが とうございま した。山井政務官が御ヨl着 され ま したので、政

務官よ りごあい さつをお願 いできれ ば と存 じます。

○山井厚生労働 大臣政務官 突然で 申 し訳 あ りません。今、 日本介護福祉 士養成施設協会

か らお話 が あ りま したので、あとも う一方 ぐらいお話 を聞いた上で、発言 してまた失礼 さ

せても らいます 。申 し訳 あ りません。

○駒村委 員長  どうもあ りが とうございます。今、北村委員か らお話があ つた 日本版 NV

Qあ るいは 日本版 CSI、 さらには労働管理関係部局のデー タあるいは田中委員か らお話

があった報告書 :こ れについては事務局の方で適宜デー タ、資料 を御紹介 、配付 いただ け

れば と思 います 。では、その ほかの皆 さんか らも御意見 をいただきたいと思 います。 よろ

しくお願 いいた します。

どうぞ。

○河原委 員 クラフ トユニオ ンの河原でございます。前 回、初めて発言 を させ ていただ き

:ま して t私 たちの働 く立場か ら御意見 をさせていただ きま したけれ ども、後 で議事録 を読

ませて いただいて、多少私の発言が誤解 とい うよ りも、第 1回 にもかかわ らず お立場の あ

る方た ちを余 りしつか り考 えないで発言 しま して、誤解 を招 いた ことがあるとす るな らば

恐縮で ございます し、訂正を しておきたい と思 うんです。

前 回 、私 は 500時 間 、600時 間が 要 らな いの で はな いか な とい う発 言 を させ て いた だ き

ま した 。 これ に つ きま しては 、勉 強 しな くて もいいだ とか 、場 数 を踏 め ば何 とか な るだ と

か 、す べ て介 護 の質 は現 場 に あ るだ とか 、 そ の よ うな こ とを私 は言 ったつ も りは ご ざい ま

せ ん 。 そ の よ うに誤 解 され て いな い とは思 います けれ ども、私 ども現 場 の 者 た ち と話 を し

ま して 、 常 日ご ろ接 す る機会 が 多 いん です けれ ども、現場 の者 た ちはす ご く勉 強 を した が

って い ま す 。

私 が 提 供 して い るサー ビス が い いの か ど うか とい うこ とを本 当に不 安 に 思 つて いて 、検

証 した い 、 だれ か客観 的 に評 価 して も らいた い とい うの も確 か に持 ちてお ります 6知 識 も

系統 立 って勉 強 した い とい う気持 ち も持 つて お ります 。

しか し、実 際 に 500時 間だ とか 600時 間 だ とか そ うい つた ことの話 にな る と、 い ろ い ろ

話 が変 わ つて き ます 。例 えばサ ー ビス 提供 責 任者 の方 た ちに お話 を します と、実 際 労 務 管

理 して い る従 業 員が 1人 ある いは 2人 が この 600時 間 を受 けた いだ とか とい うこ とに な つ

て くる と、途 端 に ロー テー シ ョンの 仕 事 が 回 らな い。施 設 の方 も しか るべ く同 じよ うな理

由で ご ざ います 。

例 え ば組 合 と しま して も、600時 間 を受 け るな り何 か して講 習 を外部 で 受 けて 、そ の 間 、

職 員が 補 充 され ます 。 イ メニ ジ と して その 方 た ちが無 事 に修 了 を終 えて、 ま た め で た く資

格 を取 つて帰 つて きた ときに 、補 充 して い る人が い るわ けですね 。 この方 た ち に対 して新

しい資 格 を取 つて立 派 にな つて帰 うて きま したか ら、 で は元 に戻 つて も らえ ます か とか そ

うい うわ けに も なか なか い きに くい と ころは ある。 そ うい つた ことを考 え る と、か な り現



実的ではないな というのが 1つ あ りま した。

経済 的な話 です けれ ども、 3年 間の実務 を受けている方たち とい うのは、それな りに忙

しい仕事 を与 え られている方たちだ と思います。 しか し、賃金 の方 は皆 さん御存 じの よ う

に上が ってい くシステムはなかなか取れな いものですか ら、余 り変わ つていかない。つま

り、忙 しい方 でお金のな い方が、時間がかか つて多分 お金 もかか るだ ろうものに挑戦 して

い くわ けですか ら、 これ はその意欲がわ くだ ろうかな というと甚だ疑間です。

私 もヘルバー 2級 をと りま したけれ ども、あの ときでも 130時 間だつたかな、 フ～ 8万

円で ある会社 で受講 しま したけれ ども、これ が 600時 間になる と、単純計算 します と恐 ら

く 30万 ぐらいになるのかな という気は します。このお金が払え るのか どうか とな つて くる

と、意欲 は当然 あ ります じ勉強 したい と思 つている方は多いけれ ども、 この経済的な負担

があるとどうなのかな とい うこともございます。能力はア ップす るのですか ら金銭 的 な こ

とは二の次 、三の次 と言 われて しまえばそれ まででございます けれ ど:あ とは これ も前 回

出て いま した けれ ども、苦労 して時間 も費や して取 つた資格に、では帰 つて きた ときに専

門的に介護福祉士 しかで きない仕事が あるか といつた ら、これ は現実的にはないのではな

いか と思 います 。

この前 も高校の ときにそ ういう養成 を受 けて国家資格 を取 つた人、介護福祉士 を実務経

験 3年 の うちに取 つた方 と話 .し ま した けれ ども、介護福祉士 という資格 を取 つた ことに対

して知識 は多少増 えているが、では現場で特 に何か仕事があるか といつた ら、実はそん な

にないんです とい うことで した。た とえは よ くないです けれ ども、私が利用者 と します 。

ここに実務経験 3年 で介護福祉士 を取 つた 5年 目の方が いらつ しゃる、 2級 ヘルバー で 1

年選手 、無資格 で ¬年間働 いていらっ しゃる方がいると します 。利用者である私 に対す る

3人 のサ Tビ 不の質が変わ るか と言 つた ら、それは変わ らない と。チーム ワー クでや うて

いますか ら、サー ビスの技術に余 りで こぼ こがあっては当然いけないわ けです。そ うな つ

そくるとそういう専門的な業務独占的な仕事が介護福祉士にあればいいんですが、なかな

かそういうものが用意されていない。それが 1、 つ。

最後に、やはり処遇の話になりますけれども、私たち働く者からすれば、国家資格でも

専 門 的 な仕事 が任 され る よ うな ことが 生 じるの で あれ ば 、 1万 円の 平 均 な ど とい う こ とで

はな くて、ある会社で 5,000円 だとか 1万 円だとが ありますけれども、我々にとつては 3

～ 5万 円 ぐらい変わ らないと資格を取つてみようという気にはなかなかならないのではな

いかなと思います。

私は結論としま しては、勿論こういった資格はシンプルになつた方がいいのです、間口

はきちっと広げておいて、130時 間プラス何か。医療的な知識でまさか 130時 間で勉強で

きるとは思いませんけれども、最初の入 り日の登竜門としては少々レベルを高 くして、あ

とはいろいろ働 く者に聞きますと、もう勉強は一生だと言うわけです。限度がないという

ことなので、日々勉強の意欲は当然ございますので、そういつた意欲を汲みつつ、介護福

祉士国家試験が受験できるような場所だとか回数だとか頻繁に与えていけるようなシステ

，
“




